
　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
　麦赤かび病による品質低下や収量減少を防止するため、産業用無人ヘリコプターによる航空

防除を実施します。使用薬剤は農薬安全使用基準で定められた薬剤を使用します。 

　詳しくは、いばらき広域農業共済組合のホームページをご覧ください。ご理解ご協力をお願い

します。 

対象作物　小麦(大麦は対象としません） 

実施地区　笠間市(旧笠間市・旧友部町)全域約 150 ヘクタール 

実施日時　4月 24 日（金）～5月 31 日（日）午前 4時 30 分頃～正午頃 

　　　　　※気象条件により開始時間が遅れる場合があります。 

安全対策 

・散布期間中に無人ヘリコプターによる散布作業を行っていることを確認した場合は、小麦栽培

区域内の農道や周辺道路の通行を避けてください。 

・洗濯物も散布作業が終了してから屋外に干してください。 

・通常の散布では人体に影響はありませんが、万が一、薬剤がかかった場合は速やかに石鹸など

で洗い流してください。 

・ペットの散歩などを行う場合には、小麦や周辺の雑草などに立ち入らないようにしてください。 

・小麦圃場に隣接する畑などに野菜などを栽培し、散布期間中に収穫をする場合は、散布時期の
ほ

調整などを行いますので事前に共済組合へご連絡ください。 

・小麦の生育状況により散布日が異なります。詳しくは、お問い合わせください。 

⑦ 無人ヘリによる麦赤かび病防除を実施します 
む ぎ あ か

問　いばらき広域農業共済組合笠間支所　 ℡ 0296-72-7321 
HP https://www.ibaraki-nosai.or.jp/

 使用薬剤 薬剤名 適用病害虫 希釈倍数 有効成分名

 ミラビスフロアブル 麦赤かび病 16 倍 ピジフルメトフェン(18.3％)

 
　第1回 実用英語技能検定の受験を希望される方は以下のとおりお申し込みください。 

検定日　5 月 24 日（日）※準 1級・1級は検定日が異なります。 

会場　市役所本所 教育棟 2階(笠間市中央 3-2-1) 

対象　市内在住で、市外の小・中・義務教育学校に在籍する小学 5年生～中学 3年生(9 年生)、

市内の小学校(稲田小・みなみ学園を除く)に在籍する小学 5～6年生 

助成額　検定料から自己負担金を差し引いた額を同一年度 1回のみ助成 

申込方法　右上の二次元コードからお申し込みください。申込完了後、納付書を送付しますの

　　　　　で支払期限までにお支払いください。市外学校在籍の方は、受験日当日に学生証を

　　　　　提示してください。 

　　　　　※市内の中・義務教育学校に在籍の方は、直接学校へお申し込みください。 

申込期限　4 月 17 日（金）

⑧ 第 1 回 実用英語技能検定の受験費用の一部を助成します 
問・申　学務課(内線 379）

 自己負担金 小学 5・6年生 中学 1年生(7 年生) 中学 2・3年生(8・9 年生)

 5 級以上 4級以上 3級以上

 1,200 円 1,500 円 2,000 円

4 ぺージ 

申し込みはこちら

令和8  (2026) 年 4月 2日 第 8  -  1 号

小中学生の登下校の見守りをお願いします。  

https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=uctK3XOmtkuq1uz7Irp8DVe3Qrkc6aVPhMRoX4y-2e9UM1FYTDFXUzExSUpOQlpEOVZIVEFZMkxTQy4u&origin=QRCode

